
■ネットでのご意見（※画像は変更になる場合があります） 

１）パブコメ画面を開く（リンク先を表示するか、URL をブラウザに貼り付け） 

（１）登録販売者資質向上研修 省令格上げについて 

https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210083&Mode=0 

 

 （２）登録販売者の管理者要件の改正について 

https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210082&Mode=0 

 

２）パブコメ画面の「意見募集要領」を選ぶ 

 

意見募集要領を選ぶ 



２）意見募集要領を確認してから「タブを閉じる」 

 
 

３）「意見募集要領（提出先を含む）を確認しました」にチェックし、「意見入力へを 

選ぶ 

 
 

 

 

 

意見募集要領のタブを閉じる 

※ブラウザは閉じない 

①「意見募集要領（提出先を含む）を確認しました。」にチェックする 

②「意見入力へ」を選ぶ 



４）「必須 提出意見」にご意見を入力する（2000 文字以内）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2000文字以内でご意見を入力する 



５）住所、連絡先等の入力は任意です。必要事項を入力完了後、「私はロボットでは 

ありません」にチェックし、「内容を確認」を押す。 

 
 

住所、氏名、連絡先の入力は任意 

①「私はロボットではありません」にチェックする 

②「内容を確認」を押し、提出する 



■郵送でのご意見 

・所定の書式、フォームはありません。2000 字以内にご意見を記載して厚生労働省 

 へ郵送して下さい。 

・郵送先：〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省 医薬・生活 

衛生局総務課宛て  

 

■ＦＡＸでのご意見 

・所定の書式、フォームはありません。2000 字以内にご意見を記載して厚生労働省 

 へ FAX して下さい。 

 ・FAX 先：03-3591-9044 厚生労働省 医薬・生活衛生局総務課宛て 


